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書

評

辻

正
博
著

唐
宋
時
代
刑
罰
制
度
の
研
究岡

聖子

誠

l主

め

じ

辻
正
博
氏
が
、
唐
宋
時
代
を
中
心
と
す
る
幅
賢
い
テ
l
マ
に
関
し
て
、
こ

れ
ま
で
数
多
く
の
手
堅
い
論
文
を
後
表
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
島
ナ
界
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
度
辻
氏
は
仮
設
表
の
論
文
の
中
か
ら
、
中
園
刑
罰
制

度
史
に
関
わ
る
論
文
を
集
め
て
補
訂
を
加
え
、
さ
ら
に
新
稿
を
交
え
て
新
著

を
上
梓
さ
れ
た
。
そ
れ
が
本
書
「
唐
宋
時
代
刑
罰
制
度
の
研
究
」
で
あ
る
。

本
書
は
、
唐
宋
時
代
の
刑
罰
制
度
、
と
り
わ
け
流
刑
を
中
心
と
す
る
追
放
刑

と
努
役
刑
に
焦
黙
を
絞
っ
て
論
述
す
る
も
の
で
、
大
切
漫
な
意
欲
作
で
あ
り
、

準
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
多
大
な
貢
献
を
な
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

評
者
は
陪
唐
法
史
を
向
学
ん
で
は
い
る
が
、
刑
罰
史
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で

特
に
研
究
し
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
は
、
も
っ
ぱ
ら
本
書
の
紹
介

を
主
と
し
、
そ
れ
に
若
干
の
感
想
を
書
き
記
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
、
初
め

に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
な
お
以
下
に
お
い
て
「
著
者
」
と
は
辻
氏
を
、

「
評
者
」
と
は
岡
野
を
さ
す
。

ま
ず
初
め
に
本
書
の
全
健
の
構
成
を
一
不
す
た
め
、
「
日
次
」
を
掲
げ
る
こ

と
と
す
る
(
た
だ
し
各
章
の
節
以
下
お
よ
び
巻
末
の
諸
文
章
、
索
引
は
省

略
)

0

目
次

序
論
|
|
研
究
の
蹴
角
と
本
書
の
構
成

前
篇
唐
代
流
刑
考

第
一
章
流
刑
の
淵
源
と
理
念

第
二
章
唐
律
の
流
刑
制
度

第
三
章
流
刑
の
理
念
と
現
賓

後
篇
宋
代
編
配
考

第
四
章
北
宋
時
代
の
「
配
隷
」

第
五
章
宋
代
の
流
刑
と
配
役

第
六
章
宋
代
の
配
流
刑
と
配
軍
制

第
七
章
宋
代
の
編
管
制
度

結
論
|
|
唐
宋
時
代
の
追
放
刑
と
努
役
刑

附
篇
第
一
唐
代
庇
官
考

附
篇
第
二
天
空
獄
官
令
と
宋
初
の
司
法
制
度

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
本
篇
(
前
・
後
篇
)
と
附
篇
か
ら

な
り
、
本
篇
は
前
篇
全
三
章
、
後
篇
全
四
章
、
合
わ
せ
て
全
七
章
に
序
論
と

結
論
が
附
き
、
そ
の
後
に
附
篇
の
二
論
文
が
加
わ
る
と
い
う
、
賓
に
よ
く
練

ら
れ
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
前
述
の
序
論
と
結
論
を
参
考
に

し
つ
つ
、
評
者
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
、
本
篇
各
章
の
要
旨
を
紹
介
し
た
い
。
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第
一
章
「
流
刑
の
淵
源
と
理
念
」
で
は
、
唐
律
の
流
刑
の
淵
源
を
明
ら
か

に
す
る
目
的
か
ら
、
ま
ず
外
形
上
唐
律
の
流
刑
に
類
似
す
る
秦
・
漢
初
の
逗
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刑
と
漢
・
貌
E

日
南
北
朝
の
徒
遷
刑
を
取
り
上
げ
る
。
遷
刑
は
死
刑
に
次
ぐ
重

刑
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
は
罪
人
を
隔
離
・
幽
閉
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
。
他
方
徒
、
蓬
刑
は
強
制
的
移
動
を
伴
う
も
の
の
労
役
刑
の
一
形
態

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
主
刑
の
う
ち
に
は
教
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た

だ
こ
の
徒
遷
刑
は
、
儒
教
の
岡
敬
化
の
も
と
、
「
減
死
一
等
の
刑
」
と
し
て

の
地
位
を
徐
々
に
確
立
し
て
い
っ
た
。

北
貌
の
「
流
刑
」
は
主
刑
の
一
つ
と
し
て
現
れ
、
死
刑
に
次
ぐ
重
刑
と
な

っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
経
書
の
理
念
が
存
在
し
た
。
北
周
律
の
流
刑
で
は
、

流
さ
れ
る
距
離
に
等
級
を
設
け
、
そ
れ
が
唐
律
の
流
刑
の
直
接
的
淵
源
と
な

っ
た
。
つ
い
で
陪
・
開
皇
律
の
流
刑
は
、
北
貌
・
北
斉
律
か
ら
「
肘
作
」
の

要
素
を
、
北
周
律
か
ら
は
「
道
里
の
差
」
を
継
承
し
た
。
そ
し
て
唐
律
の
流

刑
は
陪
・
開
皇
律
を
碁
礎
と
し
、
強
制
移
動
の
距
離
を
延
長
し
、
配
所
で
の

居
作
期
間
を
大
幅
に
短
く
し
た
。

要
す
る
に
遷
刑
や
徒
逗
刑
は
、
唐
律
の
流
刑
の
淵
源
と
は
言
え
ず
、
北
貌

起
源
の
主
刑
の
一
つ
と
し
て
の
流
刑
こ
そ
が
、
唐
の
流
刑
に
つ
な
が
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
流
刑
は
経
書
の
理
念
を
反
映
さ
せ
て
い
る
た
め
、

賓
施
に
嘗
つ
て
は
、
多
く
の
黙
で
現
賓
と
の
安
協
を
必
要
と
し
た
。

第
二
章
「
唐
律
の
流
刑
制
度
」
は
、
『
唐
令
拾
遺
』
「
唐
令
拾
遺
補
』
に
加

え
て
新
史
料
で
あ
る
「
天
聖
獄
官
令
」
等
を
利
則
し
て
、
唐
の
流
刑
制
度
の

全
健
像
を
描
き
出
そ
う
と
試
み
る
。
す
な
わ
ち
律
令
の
規
定
か
ら
、
唐
の
流

刑
の
等
級
・
肘
作
・
'
一
家
属
の
同
行
・
居
作
終
了
後
の
庭
遇
・
仕
官
に
関
す
る

制
限
・
官
人
に
針
す
る
優
兎
制
度
に
つ
い
て
解
説
し
、
つ
い
で
裁
判
手
績
を
、

事
案
愛
生
場
所
の
中
央
・
地
方
の
別
に
よ
っ
て
説
明
し
、
手
績
と
関
連
す
る

官
文
書
式
(
奏
抄
・
符
・
禁
日
救
式
)
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
。
つ
い
で
流

刑
の
執
行
過
程
に
至
り
、
刑
部
か
ら
専
使
一
淑
遣
の
州
に
針
し
て
行
わ
れ
る
確

定
判
決
を
通
達
す
る
符
と
、
確
定
し
た
配
所
を
通
達
す
る
符
の
二
度
の
手
績

が
、
資
雁
一
五
年
(
七
六
二
)
の
救
に
よ
り
一
本
化
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
流
人
の
護
、
迭
、
家
属
の
同
行
に
関
す
る
諸
制
度
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
知
見
を
も
と
に
、
唐
制
の
基
礎
と
な
っ
た
陪
の
制
度
に

つ
い
て
、
主
伽
の
事
例
を
も
と
に
詳
し
く
検
討
を
加
え
、
陪
で
は
州
で
流
刑

の
判
決
を
受
け
た
囚
人
を
京
師
ま
で
率
い
て
き
て
、
そ
こ
で
最
終
的
な
判
決

が
下
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
主
張
す
る
。
関
連
し
て
著
者
と
滋
賀
秀
三
氏

と
の
聞
で
か
つ
て
論
争
と
な
っ
た
唐
の
流
刑
の
距
離
の
起
貼
に
つ
き
、
再
度

著
者
の
京
師
説
の
正
し
さ
を
強
調
す
る
。

第
三
章
「
流
刑
の
理
念
と
現
賓
」
で
は
、
ま
ず
唐
律
の
骨
格
が
「
貞
観

律
」
(
六
三
七
)
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
も
の
の
、
そ
の
直
後
(
六
四

O
)
の

制
救
に
よ
っ
て
、
配
所
が
特
定
の
州
に
限
定
さ
れ
、
律
の
里
数
規
定
は
賓
際

上
無
司
附
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
開
元
二
五
年
(
七
三
七
)
獄
官
令
の
流
刑
の
規

定
も
、
具
文
と
化
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

惇
統
中
岡
法
に
お
い
て
皇
帝
は
常
に
法
の
上
に
在
り
、
法
を
超
え
る
判
断

を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
唐
の
流
刑
に
つ
い
て
も
「
律
外
の
流
刑
」

と
し
て
「
配
流
刑
」
と
い
う
形
式
が
現
れ
た
。
そ
れ
は
律
の
流
刑
と
異
な
り
、

官
人
も
配
流
刑
の
釘
象
と
な
り
、
一
一
一
載
後
の
任
官
を
可
能
と
し
た
。
さ
ら
に

配
流
に
先
立
っ
て
杖
刑
が
併
加
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
律
外
の

流
刑
」
は
、
法
典
と
し
て
の
『
格
」
文
に
も
見
え
て
い
る
。
ま
た
開
元
期
の

赦
文
に
は
、
流
移
人
の
外
に
配
隷
者
・
安
置
人
・
罰
鎮
致
力
・
戊
奴
と
い
っ

た
新
た
な
種
類
の
人
々
が
「
流
人
」
と
し
て
現
れ
る
。
「
配
流
」
以
外
の
行

政
措
置
と
し
て
、
官
人
に
封
す
る
透
遠
州
牒
へ
の
回
以
官
に
つ
い
て
も
論
及
さ

れ
る
。つ

ぎ
に
恩
赦
に
よ
る
流
人
の
放
還
事
例
に
着
目
し
、
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そ
れ
が
す
で
に
唐
初
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か
ら
見
ら
れ
、
後
に
制
度
化
す
る
が
、
こ
れ
も
律
の
流
刑
が
理
念
か
ら
離
れ

て
い
た
こ
と
の
登
左
と
見
る
。
そ
の
背
宗
と
し
て
、
律
令
の
規
定
白
樫
に
内

在
す
る
諸
問
題
(
除
名
に
闘
す
る
官
人
の
再
叙
任
規
定
、
お
よ
び
一
般
民
が

郷
里
を
離
れ
う
る
特
例
規
定
の
存
在
)
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
流
刑
の
有
期

刑
化
を
、
上
述
の
延
長
線
上
の
結
果
と
捉
え
る
。
即
ち
九
世
紀
初
め
に
配
流

後
六
年
で
流
人
を
郷
里
に
蹄
還
さ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
の
ち
の

『
開
成
格
』
の
候
文
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
流
刑
が
流
動
性
の
高
ま
る
枇

舎
の
現
賓
の
中
で
、
大
き
く
同
町
長
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
朕
況
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
、
と
言
う
。

以
上
で
上
篇
の
紹
介
を
終
わ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
、
著
者
は
関
連
す
る

諸
史
料
(
編
纂
史
料
、
筒
晴
、
文
書
類
、
石
刻
等
)
を
網
羅
的
に
検
討
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
的
確
な
分
析
の
上
に
自
説
を
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
、
大
総
長

説
得
力
が
あ
る
。
以
下
で
は
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
、
評
者
の
私
見
を
提
示

し
、
あ
る
い
は
感
想
を
記
し
た
い
。

著
者
は
第
一
章
の
小
結
の
③
に
お
い
て
、
「
換
言
す
れ
ば
、
北
貌
の
流
刑

は
、
賓
質
的
に
は
「
徒
逢
』
と
同
じ
で
あ
る
。
主
刑
と
し
て
の
『
流
刑
』
は

北
貌
に
始
ま
る
。
死
刑
に
次
ぐ
重
刑
た
る
地
位
は
、
経
書
に
よ
り
裏
づ
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
(
本
書
三
九
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
史
料
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
第
一
一
一

節
に
お
い
て
、
「
北
貌
の
流
刑
と
は
、
『
減
死
一
等
の
刑
』
た
る
『
徒
漫
』
を
、

主
刑
と
し
て
刑
罰
健
系
に
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
『
流
刑
」
の
名
を

採
用
し
た
の
は
、
そ
れ
が
経
書
に
も
と
づ
く
由
緒
あ
る
名
稀
だ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
流
刑
が
登
場
し
た
の
は
、
あ
た
か
も
北
貌
の
漢
化
政
策
が
本
格
化

し
始
め
た
孝
文
帝
時
代
後
期
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
流
刑
が
主
刑
に
加
わ
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
北
貌
の
刑
罰
懐
系
は
中
H

羊
王
朝
に
ふ
さ
わ
し
い
儒
教
的
な

色
彩
を
帯
び
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
」
(
三
会
頁
)
と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
著
者
の
立
論
の
史
料
的
根
擦
を
見
て
ゆ
く
と
、

『
貌
書
」
巻
四
一
源
賀
停
に
、
文
成
帝
の
和
平
末
年
(
四
六
五
年
頃
)
に
死

刑
と
な
る
べ
き
者
を
宥
し
、
諭
し
て
蓬
境
を
守
ら
せ
る
と
い
う
献
策
の
中
に
、

「
山
県
書
日
『
流
宥
王
刑
」
、
此
其
義
也
」
と
あ
る
(
二
七
頁
)
こ
と
を
挙
げ

る。
著
者
が
指
摘
さ
れ
た
史
料
か
ら
、
源
賀
の
提
案
の
中
に
『
向
主
目
』
舜
典
の

一
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
賓
は
理
解
で
き
る
が
、
こ
れ
を
著
者
の

よ
う
に
「
流
刑
」
名
の
成
立
根
擦
と
し
て
推
定
し
、
さ
ら
に
断
定
す
る
こ
と

は
吋
能
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
孝
文
帝
の
漢
化
策
と
い
う
大
勢
か
ら
、
逆
に

推
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
。
こ
の
黙
さ
ら
な
る
論

誼
の
補
強
、
あ
る
い
は
修
正
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
第
二
章
の
『
陪
書
』
中
の
王
伽
に
係
わ
る
史
料
に
到
す
る
著
者
の

綴
密
な
分
析
は
、
(
貫
に
見
事
で
あ
り
一
讃
し
て
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
陪
の
制

度
で
は
、
州
で
流
刑
の
判
決
を
受
け
た
者
達
は
、
一
旦
京
師
に
身
柄
を
移
迭

さ
れ
て
、
そ
こ
で
皇
帝
に
よ
る
最
終
的
判
決
が
下
り
、
流
刑
が
執
行
さ
れ
る
。

唐
代
に
な
る
と
、
制
度
上
流
人
の
身
柄
を
京
師
に
移
送
す
る
こ
と
が
行
わ
れ

な
く
な
り
、
一
件
書
類
の
み
が
専
使
に
よ
っ
て
首
該
州
か
ら
京
師
に
送
附
さ

れ
た
。
陪
の
流
刑
制
度
か
ら
見
れ
ば
、
流
刑
の
起
黙
は
明
ら
か
に
京
師
で
あ

り
、
著
者
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
唐
代
に
於
い
て
も
同
様
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
た
だ
唐
制
の
よ
う
に
州
か
ら
会
件
書
類
の
み
が
京
師
に
、
送
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
流
人
の
身
柄
は
各
州
か
ら
直
接
配
流
先
に
送
ら
れ
る
た
め
、

流
刑
の
起
黙
が
陪
ほ
ど
明
確
で
な
く
な
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
天
聖
獄
官
令
」
唐
五
僚
の
冒
頭
に
、
「

a
諸
流
移
入
、
州
断

託
、
廃
申
請
配
者
、
皆
令
専
使
迭
省
司
。
令
量
配
託
、
還
附
専
使
報
州
o
」
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(
六
二
頁
、
な
お

a
は
著
者
に
よ
る
匿
分
の
記
波
)
と
あ
り
、
そ
の
中
の

「
量
配
」
の
語
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
:
:
:
『
量
配
』
と
は
、
刑
部
が
具
健

的
な
配
所
を
決
定
す
る
こ
と
を
指
す
と
見
て
よ
か
ろ
う
」
(
六
二
一
頁
)
と
一
言

う
。
さ
ら
に
「
還
附
専
使
報
州
」
に
関
連
し
て
、
向
主
目
省
刑
部
か
ら
州
へ
の

通
知
は
、
「
符
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
の
符
は

(
A
)
確
定
し
た
流
刑
判
決

(
流
幾
千
里
も
し
く
は
加
役
流
)
を
州
に
惇
え
る
符
と
(
B
)
確
定
し
た
配
所

を
州
に
惇
え
る
符
の
二
通
が
存
在
し
、
手
績
き
的
に
二
度
手
間
と
な
っ
て
救

出
十
的
で
な
い
扶
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
「
量
配
」
の
語
は
、
史
料
上
必
ず
し
も
著
者
の
言
わ
れ
る
よ
う
に

限
定
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
例
え
ば
「
乃
議
於
天
下
地
畝
青
苗
L
L

量
配
税
銭
」
(
『
奮
唐
書
」
巻
一
一
)
、
「
其
行
署
等
:
:
:
難
経
赦
降
、
亦
量
配

三
司
。
」
(
『
奮
唐
童
日
』
巻
八
一
)
、
「
其
民
子
生
請
各
量
配
作
業
」
(
「
通
典
』
春

一
五
、
選
制
争
)
生
寸
は
、
配
所
を
決
定
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
い
。
日
本

の
養
老
獄
令
一
一
一
一
は
、
唐
の
制
度
と
は
や
や
内
符
が
異
な
る
も
の
の
、
候
文

は
「
凡
流
移
人
、
太
政
官
量
配
。
符
至
季
別
一
遣
O
i
-
-
・
」
と
あ
り
、
先
の

諸
例
な
ど
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
「
量
配
」
と
は
、
計
量
回
一
し
賓
行
す
る
(
さ
せ

る
)
、
検
討
し
て
執
行
す
る
(
さ
せ
る
)
、
と
い
っ
た
意
味
に
な
ろ
う
。

闘
達
し
て
著
者
は
、
前
遮
し
た
二
度
手
聞
が
貨
腰
元
年
(
七
六
二
)
の
軟

に
よ
っ
て
、
一
逼
の
符
で
事
務
庭
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
。

そ
の
根
擦
と
な
る
史
料
は
『
宋
刑
統
』
巻
二
一
の
芳
照
法
「
准
唐
賓
膝
元
年
十

二
月
十
三
日
救
節
文
『
覆
詑
合
流
者
、
省
司
便
配
所
流
州
』
」
(
著
者
に
よ
る

救
文
の
書
き
下
し
は
、
「
覆
し
誌
り
て
ム
口
に
流
た
る
べ
き
者
は
、
省
司
、
使

ち
流
す
所
の
州
に
配
せ
」
六
四
頁
)
で
あ
る
。

こ
の
史
料
は
、
『
宋
刑
統
』
の
車
濁
史
料
か
と
思
わ
れ
る
が
、
救
節
文
の

た
め
簡
略
化
さ
れ
て
い
て
、
意
味
が
掴
み
に
く
い
。
と
く
に
後
宇
の
「
省
司

便
配
所
流
州
」
と
は
、
ど
う
護
む
べ
き
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
先
に

同
一
頭
部
分
の
み
を
掲
げ
た
養
老
獄
令
二
二
を
見
る
と
、
「
:
:
:
具
録
庭
随
家

口
、
及
護
遣
日
月
、
便
下
配
慮
。
・
:
:
」
と
あ
り
、
針
臆
す
る
「
天
聖
獄
官

令
」
唐
五
で
は
「
bi---日
ハ
録
所
随
家
口
・
及
被
符
告
若
護
遣
H
月
、
使
移

配
慮
:
:
:
」
(
六
二
頁
)
と
な
っ
て
い
る
。
許
者
が
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
「
便
下
配
慮
」
あ
る
い
は
「
便
移
配
慮
」
の
語
句
で
あ
る
。
前
掲
の

b
(
の
一
部
)
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
そ
の
際
、
流
人
に
随
行
す
る
'
ゑ
属
・

受
領
し
た
符
告
の
内
容
・
出
設
の
月
日
を
記
し
た
書
類
を
配
所
宛
て
に
作
成

し
た
」
(
六
五
百
九
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
著
者
は
、
そ
の
作
成
し
た

文
書
を
、
州
の
専
使
が
流
人
の
身
柄
と
と
も
に
配
所
に
ま
で
送
り
届
け
た
と

考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
「
便
移
配
慮
」
の
「
移
」
は
、
同
格
官
司
聞
の
公
文
書
と
し
て
の

「
移
」
の
可
能
性
が
あ
り
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
各
州
は
専
使
が
流
人
を

配
所
に
護
送
す
る
の
と
は
別
に
、
使
使
に
託
し
て
、
流
人
に
闘
す
る
情
報
を
、

預
め
配
流
先
に
惇
達
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
配
流
先
に
事
前
の

準
備
を
促
す
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
前
述
し
た
賓
陰
元
年
の
救
節
文
の
主
眼
は
、
「
便
移
配
慮
」
の
主

樫
を
、
各
州
か
ら
向
宝
田
刑
部
へ
繁
更
し
た
(
そ
の
場
合
「
移
」
字
は
嘗
然
使

用
で
き
な
い
)
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
救
節
文
の

「
便
」
字
の
下
に
「
迭
」
か
「
下
」
と
い
っ
た
文
字
の
脱
落
を
想
定
す
る
必

要
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
中
央
で
決
定
し
た
流
刑
の
内
容
(
流
刑
三
等
・

加
役
流
の
別
と
配
流
地
)
を
、
州
か
ら
や
っ
て
き
て
い
る
専
使
に
託
し
て
州

へ
惇
達
し
、
そ
れ
を
受
領
し
た
州
は
便
伎
を
使
っ
て
預
め
流
入
の
情
報
を
配

流
先
に
送
る
(
た
だ
し
流
人
の
身
柄
に
つ
い
て
は
、
州
の
専
使
が
別
に
護
送

し
て
ゆ
く
)
と
い
う
方
法
か
ら
、
中
央
が
直
接
便
使
を
使
っ
て
、
配
流
先
に
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流
入
の
配
流
の
件
を
惇
達
す
る
と
い
う
よ
う
に
制
度
の
合
理
化
が
な
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
な
お
刑
部
か
ら

専
使
に
託
し
て
州
に
符
を
下
す
こ
と
は
、
従
来
通
り
行
わ
れ
る
)
o

そ
れ
は

情
報
惇
達
の
速
度
と
正
確
性
を
考
慮
し
て
の
制
度
改
一
止
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

唐
代
の
史
料
中
に
現
れ
る
流
刑
、
す
な
わ
ち
律
の
流
刑
と
そ
れ
以
外
の
流

刑
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、
円
頃
か
ら
許
者
も
疑
問
に
思

っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
検
討
を
加
え
た
も
の
が

第
三
章
で
あ
っ
て
、
大
愛
護
み
庭
え
が
あ
る
。
著
者
の
方
法
論
は
、
律
の
流

刑
の
理
念
と
そ
の
現
賓
か
ら
の
希
離
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
律
の
規
定
と

は
異
な
る
皇
帝
救
裁
に
よ
る
流
刑
の
存
在
を
明
確
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
加
え
て
思
赦
に
よ
る
流
人
の
放
還
と
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
流
刑
の
有

期
刑
化
の
問
題
を
考
察
す
る
。

著
者
の
検
討
結
果
は
、
全
健
と
し
て
強
い
説
得
力
を
も
っ
。
た
だ
復
奮
獄

ハ
目
令
一
三
候
「
〔
間
二
五
〕
諸
流
人
廃
配
者
、
各
依
所
配
里
数
。
無
要
重
城

鎮
之
慮
、
の
逐
要
配
之
、
惟
得
就
遠
、
不
得
就
近
o
」
(
一

O
二
百
円
)
の
評
債

に
つ
い
て
、
著
者
は
「
:
:
:
開
元
年
間
に
お
け
る
流
刑
の
あ
り
方
は
多
様
化

し
て
お
り
、
流
刑
の
執
行
が
こ
の
獄
官
令
の
通
り
に
行
わ
れ
た
と
は
考
え
難

い
。
同
じ
時
期
に
改
訂
さ
れ
た
律
と
の
形
式
的
な
調
和
を
と
る
た
め
に
配
さ

れ
た
俊
文
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
(
一

O
二
頁
)
と
し
て
、
こ
の

一
三
僚
を
賓
殺
性
の
低
い
具
文
と
し
て
捉
え
、
三
位
一
寸
の
流
刑
は
、
官
人
達
の

観
念
と
し
て
の
み
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

確
か
に
史
料
上
律
の
流
刑
の
事
例
は
乏
し
く
、
大
多
数
の
事
例
は
官
人
を

客
龍
と
す
る
皇
帝
救
裁
に
よ
る
流
刑
で
あ
る
。
し
か
し
律
の
流
刑
は
制
度
上

全
く
存
在
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
唐
末
の
以
下
の
史
料
を
、
ど
の

よ
う
に
見
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
乾
符
)
五
年
(
八
七
八
)
五
月
二
十
六
日
、
刑
部
侍
郎
李
景
荘
奏

「
配
州
府
流
入
、
流
刑
一
一
一
等
、
流
二
千
里
至
流
三
千
里
、
毎
五
百
里
局

一
等
。
准
律
、
諸
犯
流
磨
配
者
、
二
三
一
)
流
具
役
一
年
、
稽
加
役
、

流
三
千
里
役
三
年
。
役
満
及
曾
赦
克
役
者
、
即
子
配
所
従
戸
口
例
。
今

後
望
請
諸
流
人
麿
配
者
依
所
配
里
数
、
無
要
重
城
鎮
之
庭
の
逐
罪

(
要
)
配
之
、
准
得
就
近
。
」
救
旨
従
之
。
(
『
唐
人
官
要
』
巻
四
一
、
左

降
官
及
流
入
)

嘗
時
の
刑
部
の
次
官
で
あ
る
李
景
荘
の
認
識
と
し
て
、
州
府
へ
の
流
人
に

つ
い
て
は
、
流
刑
を
三
等
、
す
な
わ
ち
二

0
0
0里
か
ら
三

0
0
0里
ま
で

で
五

0
0里
ご
と
と
す
る
。
ま
た
律
に
よ
れ
ば
、
流
刑
は
二
(
三
)
流
と
も

に
役
一
年
、
加
役
流
は
流
三

0
0
0里
で
役
三
年
。
役
満
了
後
、
お
よ
び
赦

に
曾
っ
て
役
を
克
ぜ
ら
れ
れ
ば
、
現
地
で
戸
籍
に
附
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ

れ
を
車
に
官
人
の
観
念
と
の
み
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

著
者
で
あ
る
辻
氏
の
理
解
の
基
本
に
は
、
貞
観
一
四
年
(
六
四
O
)
の
制

救
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
貞
観
十
四
年
正
月
二
十
三
日
制
、
『
流
罪
三
等
、

不
限
以
旦
数
、
旦
旦
配
透
要
之
州
』
」
(
『
唐
舎
要
』
巻
四
二
の
史
料
で
あ
り
、

こ
れ
は
「
奮
唐
書
』
『
新
唐
書
」
の
雨
刑
法
志
に
も
引
か
れ
る
。
著
者
の
見

解
で
は
、
「
:
:
:
流
刑
に
関
し
て
三
守
え
ば
、
同
十
四
年
(
六
四

O
)
-止
月
に

下
さ
れ
た
制
救
に
よ
っ
て
、
配
所
が
特
定
の
州
に
限
定
さ
れ
、
律
に
定
め
る

里
数
の
規
定
は
事
賓
上
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
(
一

O
O頁
)

と
い
う
。
そ
の
た
め
前
掲
の
開
元
二
五
年
の
獄
一
目
令
二
二
僚
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
を
具
文
と
-
計
債
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
前
掲
の
李
景
荘
の
奏
一
百
の
後
半
を
見
る
と
「
今
後
望
み
請
、
つ
ら
く

は
、
お
よ
そ
流
人
の
慮
に
配
す
べ
き
は
配
す
る
所
の
旦
数
に
依
り
、
要
重
の

城
鎮
無
き
虎
は
、
品
川
ち
罪
(
要
)
を
逐
い
て
之
を
配
し
、
准
す
に
近
き
に
就
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く
を
得
さ
し
め
ん
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
皇
帝
が
許
可
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
前
掲
の
開
元
二
五
年
の
獄
官
令
の
く
り
返
し
で
あ
る

が
、
開
元
令
で
は
「
惟
得
就
遠
、
不
得
就
近
」
と
あ
っ
た
部
分
が
逆
に
「
准

得
就
近
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
唐
末
に
至
る
ま
で
、

三
流
(
加
役
流
を
入
れ
れ
ば
四
流
)
の
匝
別
は
生
き
て
お
り
、
そ
の
匡
別
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
刑
の
距
離
の
限
界
の
外
の
州
に
流
す
べ
き

(
開
元
二
五
年
令
)
か
、
あ
る
い
は
そ
の
内
側
で
も
許
容
さ
れ
る
(
乾
符
五

年
制
)
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、
貞
観
一
四
年
の
制
救
の
意
味
の
理
解
か
ら
再
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
(
た
だ
し
『
新
唐
書
』
刑
法
志
で
も
「
十
四
年
詔
、

流
罪
無
遠
近
、
比
向
徒
透
要
州
o
」
と
理
解
し
て
い
る
の
で
、
辻
氏
の
見
解
も

簡
単
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
。
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後
篇
「
宋
代
編
配
考
」
は
第
四
i
第
七
章
か
ら
な
る
。
ま
ず
第
四
章
の

「
北
宋
時
代
の
『
配
隷
』
」
で
は
、
『
宋
史
』
刑
法
史
を
批
判
的
に
検
討
し
、

北
宋
時
代
の
「
配
隷
」
が
、
「
配
流
」
「
配
軍
」
「
配
役
」
の
三
者
を
包
含
し

た
呼
稀
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
下
の
各
章
の
序
論
と
す
る
。

つ
ぎ
に
第
五
章
「
宋
代
の
流
刑
と
配
役
」
で
は
、
建
隆
四
年
(
九
六
三
)

に
制
定
さ
れ
た
「
折
杖
法
」
に
よ
っ
て
、
脊
杖
と
一
年
聞
の
「
配
役
」
に
讃

み
替
え
ら
れ
た
律
の
流
刑
(
『
宋
刑
統
』
の
流
刑
)
に
着
目
し
、
そ
の
執
行

が
宋
代
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
が
、
「
配
役
」
の
内
容
は
「
居
作
」
で
は
な
く
、

軍
の
雑
役
部
隊
へ
の
編
入
と
し
て
賓
施
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
六
章
「
宋
代
の
配
流
刑
と
配
軍
刑
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
宋
代
濁
白
に

護
達
し
た
減
死
一
等
の
配
流
刑
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
唐
代
的
な
不
刺
面
配

流
刑
と
宋
代
的
な
刺
面
配
流
刑
に
分
け
、
と
く
に
後
者
は
牢
城
兵
士
等
と
し

て
役
使
さ
れ
た
こ
と
を
賓
詮
す
る
。
一
方
太
宗
朝
か
ら
罪
人
を
府
軍
に
編
入

し
て
労
役
に
従
事
さ
せ
る
配
軍
刑
が
法
律
俊
文
に
現
れ
、
窃
、
盗
・
強
、
盗
・
専

責
法
違
反
な
ど
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
唐
末
五
代
以
来
の
峻
法
を
緩
和
し
、
決

杖
刺
面
し
て
雑
役
部
隊
に
編
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
や
が
て
さ
ら
に
追
放

的
要
素
が
附
け
加
わ
っ
た
。
そ
し
て
北
宋
後
期
に
な
る
と
、
本
来
は
異
な
る

来
歴
を
も
っ
配
流
刑
と
配
軍
刑
が
、
一
本
の
ス
ケ
ー
ル
の
上
に
序
列
づ
け
ら

れ
て
い
っ
た
。
本
章
は
、
複
雑
な
宋
代
の
刑
罰
制
度
の
中
核
的
諮
問
題
に
切

り
込
ん
だ
、
大
嬰
力
の
こ
も
っ
た
労
作
と
許
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
後
篇
最
後
の
第
七
章
「
宋
代
の
編
管
制
度
」
で
は
、
「
編
管
」
を

官
・
民
の
別
を
問
わ
ず
罪
人
の
身
柄
を
拘
束
す
る
管
理
で
は
な
く
、
簿
籍
に

も
と
づ
く
罪
人
管
碑
と
す
る
見
解
を
提
示
す
る
。
さ
ら
に
通
常
六
年
の
刑
期

で
郷
里
へ
の
蹄
還
が
許
さ
れ
た
。
遠
隔
地
へ
の
編
管
は
、
(
貫
態
と
し
て
配
流

刑
に
似
る
が
、
雨
者
は
異
な
る
刑
罰
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

以
上
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
後
篇
の
内
容
を
、
極
め
て
簡
単
に
ま
と
め
た
が
、

こ
れ
ら
の
論
文
は
い
ず
れ
も
唐
末
・
五
代
か
ら
宋
代
に
一
全
る
追
放
刑
・
労
役

刑
の
根
幹
に
係
わ
る
重
要
な
研
究
成
果
で
あ
る
と
言
え
る
。
現
在
こ
れ
ら
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
著
者
が
各
章
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
お
よ

び
中
国
・
霊
神
同
等
の
研
究
者
の
聞
で
、
巌
し
い
皐
術
批
判
・
論
争
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
評
者
と
し
て
は
、
今
後
の
議
論
の
成
り
行
き
に
注
目
し
た
い
と

田
?
つ
。た

だ
後
篇
を
通
議
し
て
い
て
少
し
気
に
な
っ
た
こ
と
は
、
「
配
流
」
(
あ
る

い
は
「
配
流
刑
」
)
と
い
う
用
語
の
使
用
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

著
者
は
、
一
方
で
「
:
:
:
『
配
流
」
は
「
流
』
、
つ
ま
り
追
放
刑
(
律
の
流

刑
は
も
と
よ
り
、
皇
帝
の
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
『
配
流
刑
』
を
も
含
む
。
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:
・
)
の
執
行
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
」
(
一
四
六
頁
)
と
定
義
し
つ
つ
、

他
方
で
「
す
な
わ
ち
、
『
配
流
刑
』
と
は
、
皇
帝
の
判
断
に
よ
り
執
行
さ
れ

る
追
放
刑
の
こ
と
を
い
う
。
『
刑
統
』
に
定
め
る
流
刑
の
執
行
は
こ
の
中
に

含
ま
れ
な
い
」
(
一
二
二
頁
)
と
も
記
す
。
「
配
流
」
の
語
は
唐
律
に
も
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
、
律
外
の
流
を
あ
え
て
「
配
流
刑
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
、
議

論
を
分
か
り
に
く
く
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
史
料

上
・
研
究
史
上
の
背
景
が
あ
る
問
題
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
度
ご
検
討

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

紙
幅
の
都
合
で
附
篇
の
二
論
文
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
る
に
止

め
た
い
。
第
一
の
「
唐
代
庇
官
考
」
は
、
庇
官
例
の
う
ち
外
宵
と
さ
れ
た
事

例
を
、
『
奮
唐
書
」
『
新
唐
童
H

』
「
資
治
通
鑑
』
に
探
り
、
詳
細
な
一
覧
表
を

作
成
し
、
そ
の
結
果
を
宰
相
以
下
六
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
時
代
の
婆
化
と
と

も
に
比
較
・
分
析
し
た
も
の
で
、
著
者
の
絞
密
な
作
業
の
一
端
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
第
二
の
「
天
聖
獄
官
令
と
宋
初
の
司
法
制
度
」
に
つ
い
て

は
、
評
者
は
か
つ
て
別
の
と
こ
ろ
で
論
許
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
省
略
す
る
こ
と
と
す
る
(
『
唐
代
史
研
究
」
一
二
、
二

O
O九
)
o

た
だ
一

言
追
加
し
て
言
え
ば
、
評
者
な
ど
は
、
天
聖
令
は
施
行
の
時
馴
か
ら
放
力
を

も
つ
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
そ
れ
以
後
の
修
正
、
あ
る
い
は
施
行
上
の

問
題
貼
が
気
に
な
る
が
、
著
者
は
逆
に
獄
官
令
の
あ
る
候
文
の
起
黙
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
を
時
間
を
遡
っ
て
検
討
す
る
。
こ
の
愛
想
法
は
大
総
長
面
白
い
と

田
?
っ
。

む
す
び
に
代
え
て

さ
て
著
者
は
本
篇
の
「
結
論
」
の
中
で
、
「
唐
律
の
流
刑
は
、
鮮
卑
族
の

建
て
た
北
貌
王
朝
の
徒
透
刑
に
淵
源
を
も
っ
。
但
し
、
そ
れ
を
中
華
王
朝
の

刑
罰
盟
系
の
中
に
主
刑
と
し
て
位
置
づ
け
る
に
は
、
儒
教
経
典
の
も
つ
影
響

力
が
不
可
扶
で
あ
っ
た
。
死
刑
に
次
ぐ
重
刑
と
し
て
『
流
刑
」
を
創
設
さ
れ

る
際
に
は
、
儒
教
経
典
の
記
述
が
根
擦
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

流
刑
は
『
礎
教
の
刑
罰
』
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
流

刑
の
回
一
念
と
刑
罰
執
行
の
現
賓
と
の
あ
い
だ
に
は
、
早
い
時
期
か
ら
希
離
が

存
在
し
た
の
で
あ
る
」
(
一
一
一
二
三
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
著
者
の

新
見
解
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

許
者
は
、
著
者
の
論
詮
に
十
分
敬
意
を
表
し
つ
つ
、
同
時
に
何
か
腕
に
落

ち
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
刑
罰
と
い
う
よ
う
な
治
安
維
持
に
極
め
て
重
要
な

図
家
制
度
が
、
果
た
し
て
儒
教
の
理
念
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

歴
史
的
に
何
ら
か
の
核
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
儒
救
経
典
に
よ
っ
て
修
飾
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
著
者
が
す
で
に
論
註
さ
れ
た
よ
う
に
、

秦
漢
貌
菅
南
北
朝
の
遷
刑
や
徒
遷
刑
は
、
唐
の
流
刑
の
淵
源
た
り
え
な
い
。

そ
こ
で
議
論
の
前
提
で
あ
る
追
放
刑
プ
ラ
ス
労
役
刑
と
し
て
の
流
刑
と
い
う

枠
組
か
ら
一
旦
離
れ
、
唐
以
前
に
お
け
る
流
刑
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
し
。白

川
静
氏
の
『
字
統
』
に
よ
れ
ば
、
「
流
」
字
に
つ
い
て
、
「
正
字
は
二
水

、とつ

の
聞
に
古
川
(
流
屍
)
を
加
え
た
形
で
、
合
意
と
し
て
の
造
字
法
で
あ
る
が
、

の
ち
流
の
字
形
が
山
い
ら
れ
て
い
る
。
:
:
・
古
代
に
は
氾
濫
の
際
に
流
屍
多

く
、
氾
・
誌
も
ま
た
流
屍
の
形
で
、
氾
は
伏
す
る
も
の
、
誌
は
仰
ぐ
形
の
も

の
を
い
う
。
:
:
:
」
(
八
七
六
1
八
七
七
頁
)
と
あ
り
、
「
流
」
字
は
水
に
流

れ
る
屍
を
原
義
と
す
る
と
い
う
。
ま
た
「
法
」
(
本
字
は
「
濃
」
)
に
つ
い
て

は
、
「
す
な
わ
ち
濃
の
字
形
は
、
そ
の
敗
訴
者
と
、
破
棄
さ
れ
た
盟
主
一
目
と
を
、

敗
訴
者
の
提
供
し
た
神
羊
と
と
も
に
、
水
に
投
棄
す
る
こ
と
を
示
す
字
で
、

金
文
に
は
、
こ
れ
を
大
き
な
獣
皮
に
包
ん
で
投
棄
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
が
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あ
る

0

・
:
:
」
(
七
八
六
頁
)
と
す
る
。
漢
字
の
原
義
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

っ
て
蹄
一
し
て
い
な
い
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
が
、
「
流
」
も
「
法
」

も
、
水
死
者
や
敗
訴
者
・
犯
罪
者
の
河
海
へ
の
投
棄
と
深
い
係
わ
り
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
上
代
に
お
い
て
流
刑
の
本
質
は
、
む
し
ろ
一
種
の
死
刑
で

あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
斬
の
如
き
刑
罰
が
、
血
を
流
し
て
直
接
的
に

囚
人
の
生
命
を
奪
う
死
刑
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
流
刑
は
血
を
流
さ
ぬ
間
接

的
な
死
刑
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
間
接
的
死
刑
が
必

要
で
あ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
庭
刑
の
封
象
が
直
接
手
を
下
す
こ
と
が
は
ば

か
ら
れ
る
囚
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
王
族
の
如
き
高
位
者
、

宗
教
者
そ
し
て
あ
る
種
の
病
者
等
が
想
定
さ
れ
る
。
世
俗
王
権
が
強
化
さ
れ

て
ゆ
く
秦
漢
以
後
、
こ
の
よ
う
な
間
接
的
死
刑
は
、
首
然
の
こ
と
と
し
て
直

接
的
死
刑
に
吸
牧
さ
れ
て
行
き
、
や
が
て
姿
を
消
し
て
行
っ
た
。
し
か
し
そ

の
残
浮
と
も
言
、
つ
べ
き
も
の
が
伏
流
し
、
時
と
し
て
歴
史
の
場
に
出
現
す
る
。

例
え
ば
雲
夢
睡
虎
地
秦
筒
の
中
で
は
、
病
者
を
痛
所
に
隔
離
す
る
か
、
あ
る

い
は
痛
所
で
「
{
疋
殺
」
(
溺
死
さ
せ
る
)
す
べ
き
か
を
問
う
て
い
る
(
「
法
律

答
問
」
一
一
一
一
一
)
o

ま
た
前
漢
の
諸
王
の
、
護
局
刑
の
事
例
で
は
、
皇
帝
は
王

の
死
罪
を
兎
じ
た
上
で
、
魔
王
と
し
て
濁
に
徒
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
河
海

は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
諸
王
に
封
す
る
減
死
一
等
の
刑
罰
と
し
て
追
放
し

て
い
る
貼
に
意
味
が
あ
る
(
た
だ
し
著
者
は
「
死
刑
の
代
刑
」
面
を
強
制
す
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る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
な
い
。
一
一
一
一
頁
)
o

さ
ら
に
北
貌
で
は
、
太
武
帝
の

神
宙
開
四
年
(
四
三
一
)
の
律
令
の
中
で
、
亙
蓋
を
行
っ
た
も
の
は
、
黒
羊
を

背
負
わ
せ
小
人
を
抱
か
せ
て
淵
に
沈
め
た
(
『
貌
童
日
』
刑
罰
志
)
。
こ
れ
は
ま
さ

に
民
間
の
宗
教
者
に
到
す
る
刑
罰
事
例
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
間
接
的
死
刑
と
し
て
の
流
刑
、
あ
る
い
は
減
死
一
等
の
刑
と

し
て
の
流
刑
(
河
海
に
投
棄
さ
れ
れ
ば
十
中
八
九
溺
死
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

水
流
の
関
係
で
稀
に
命
拾
い
す
る
例
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
と

こ
ろ
か
ら
流
刑
は
死
刑
よ
り
僅
か
で
は
あ
る
も
の
の
軽
い
刑
罰
と
い
う
認
識

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
)
と
い
う
上
代
以
来
の
法
的
経
験
、
あ
る
い
は
そ

の
遺
制
が
核
と
な
っ
て
、
北
貌
に
正
刑
と
し
て
の
「
流
刑
」
と
い
う
形
を
と

っ
て
復
活
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
名
稀
は
上
代
の
そ
れ
を
襲
い
つ
つ
、

賓
質
的
に
は
減
死
一
等
の
追
放
刑
(
成
遣
に
服
役
)
に
姿
を
愛
え
た
と
思
わ

れ
る
。
な
お
そ
の
際
流
刑
導
入
の
正
し
さ
を
、
経
書
・
緯
圭
一
目
が
後
押
し
修
飾

し
た
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

許
者
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
勝
手
に
思
い
描
い
た
が
、
賓
際
上
代
の
流
刑

か
ら
北
貌
の
流
刑
に
至
る
過
程
を
賓
詮
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
課
題
で

あ
ろ
う
。
辻
氏
の
重
厚
な
著
作
か
ら
多
く
の
数
盆
を
受
け
た
こ
と
に
感
謝
し

つ
つ
、
こ
の
蕪
雑
な
書
評
の
筆
を
捌
く
。

二
O
一
O
年
二
月
京
都
京
都
大
皐
向
学
術
山
版
合
同

A
5
版

五

二

四

頁

七

三

五
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